
令和５年１０月２６日 

国土交通省関東地方整備局 

道路部 

ＬＩＮＥによる道路異状の通報アプリのお知らせ 

～関東甲信１都８県を対象に LINE による道路緊急ダイヤル（♯9910）の運用を開始します～ 

 道路利用者が道路の異状等を発見した場合に、直接道路管理者に通報することができる道

路緊急ダイヤル（♯９９１０）について、令和５年１１月１日から、関東甲信１都８県の道

路を対象に LINE による通報アプリを開始します。 

 道路緊急ダイヤル（♯９９１０）では、道路の穴ぼこ、路肩の崩壊などの道路損傷、落下物や

路面の汚れなどの道路異状の通報を２４時間受け付けています。 

 この度、関東甲信１都８県の道路を対象に、令和５年１１月１日から、LINE による通報がで

きるようになります。 

聴覚や発話に障がいがあり、音声による通報が困難な方であっても、LINE による通報が可能

となります。通報の流れは、別紙２を参照してください。 

１．開 始 日 時 令和５年１１月１日（水） 正午から 

２．使 用 方 法 スマートフォンアプリケーション「LINE」に「国土交通省道路緊急ダイヤル

（♯９９１０）」の友だち追加をしてご利用ください。（別紙１）

３．機 能 ･道路の異状に関する通報機能 ･メッセージ受信機能 

４．対象エリア 関東甲信１都８県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、

群馬県、山梨県、長野県の道路（高速道路、国道、県道、市町村道など）） 

５．そ の 他  対象エリア外は、引き続き電話により道路緊急ダイヤル（♯９９１０）をご

利用ください。関東甲信１都８県でも電話による道路緊急ダイヤル（♯９９

１０）は引き続きご利用いただけます。

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、埼玉県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 道路部 道路管理課 

電話：０４８－６０１－３１５１（代表） メールアドレス：ktr-soudan@mlit.go.jp 

道路管理課 課長   松澤 尚利 （内線：４４１１） 

課長補佐 遠藤 大作 （内線：４４１２） 
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